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議案第　11　号

堺市個人番号の利用及び特定個人情報の
提供に関する条例の一部を改正する条例

堺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成 27 年条例第 57 号）の一

部を次のように改正する。

別表第 1の 20 の項事務の欄中「堺市身体障害者介助者用車いす電動補助装置購入費」を「堺

市身体障害者介助者用車椅子電動補助装置購入費」に改める。

別表第 2の 21 の項事務の欄中「堺市身体障害者介助者用車いす電動補助装置購入費」を「堺

市身体障害者介助者用車椅子電動補助装置購入費」に改め、同表に次の 1項を加える。

77　市長 年金生活者支援給付金の支給
に関する法律（平成 24 年法律
第 102 号）による年金生活者支
援給付金の支給に関する事務で
あって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、介
護保険給付等関係情報その他の特定個
人情報であって規則で定めるもの

附　則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第 2に 1項を加える改正規定は、平成

31 年４月１日から施行する。
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議案第　12　号

堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する
条例の一部を改正する条例

堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和 46 年条例第 18 号）の一部を次の

ように改正する。

第 7条に次の 1項を加える。

2　前項及び第 7条の 5に規定するもののほか、同項の規定による正規の勤務時間以外の時

間における勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

第 7条の 3、第 7条の 4第 1項及び第 2項並びに第 7条の 5各号列記以外の部分中「第 7条」

を「第 7条第 1項」に改める。

　　　附　則

　この条例は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
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議案第　13　号

堺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

堺市職員の給与に関する条例（昭和 29 年条例第 6号）の一部を次のように改正する。

別表第 7中

「    　 「
3,000 2,000

5,100
を

4,200
 に

7,500 7,100

   　 　」　　　　　　　　　　　　　　 」

改め、同表に備考として次のように加える。

備考　通勤のため自転車を使用することを常例とする職員（その自転車の使用距離等を

踏まえ規則で定める職員をいう。）については、この表に定める額に 1,000 円（その職

員の住居が本市の区域内にある場合については、2,000 円）を加算した額を支給月額と

する。

　　　附　則

　この条例は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
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議案第　14　号

堺市職員等の旅費に関する条例及び堺市
非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正する条例

（堺市職員等の旅費に関する条例の一部改正）

第1 条　堺市職員等の旅費に関する条例（平成6年条例第4号）の一部を次のように改正する。

　　第 25 条に次の 1項を加える。

2　風水害その他非常災害を原因とする規則で定めるやむを得ない事由により、職員（堺

市職員の給与に関する条例第 17 条第 2項に規定する通勤をすることが著しく困難であ

ると認められる職員以外の職員であって、交通機関又は有料の道路を利用せず、かつ、

自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具を使用しないで徒歩により

通勤するものとした場合の通勤距離が片道 2キロメートル未満であるものを除く。）が、

常例として通勤している経路と異なる経路で旅行したときは、規則で定めるところによ

り、当該職員に対し、旅費を支給することができる。

　  （堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第 2条　堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成 17 年条例第 36 号）の一

部を次のように改正する。

第 4条第 3項中「前 2項」を「前 3項」に改め、同項を同条第 4項とし、同条第 2項の

次に次の 1項を加える。

3 　第 1項に定めるもののほか、風水害その他非常災害を原因とする規則で定めるやむを

得ない事由により、非常勤職員（規則で定めるものを除く。）が、常例として通勤して

いる経路と異なる経路で旅行したときは、規則で定めるところにより、当該非常勤職員

に対し、その旅行に要した費用を費用弁償として支給することができる。

　　　附　則

　この条例は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
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議案第　15　号

堺市職員退職手当支給条例及び市長等の退職手当の
特例に関する条例の一部を改正する条例

（堺市職員退職手当支給条例の一部改正）

第 1条　堺市職員退職手当支給条例（昭和 31 年条例第 18 号）の一部を次のように改正する。

附則に次の 1項を加える。

　（上下水道事業管理者に係る特例）

10　平成 31 年 3 月 31 日に上下水道事業管理者の職にある者については、第 18 条の規定

は適用しない。

（市長等の退職手当の特例に関する条例の一部改正）

第 2条　市長等の退職手当の特例に関する条例（平成 29 年条例第 51 号）の一部を次のよう

に改正する。

第 2条の次に次の 1条を加える。

　（上下水道事業管理者の退職手当の特例）

第 3条　市長の現任期（平成 31 年 4 月 1 日以後の期間に限る。）中において上下水道事業

管理者に任命された者に対する退職手当（当該任命に係る任期に係るものに限る。）は、

堺市職員退職手当支給条例（昭和 31 年条例第 18 号）の規定にかかわらず、支給しない。

　　附　則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第　16　号

堺市附属機関の設置等に関する条例の
一部を改正する条例

堺市附属機関の設置等に関する条例（平成 25 年条例第 4号）の一部を次のように改正する。

別表の第 1項の表堺市旧高倉台西小学校活用事業者選定委員会の項を削り、同表堺市文化

観光局指定管理者候補者選定委員会の項委員の定数の欄中「8 人」を「9 人」に改め、同表

堺市南海高野線連続立体交差事業鉄道構造形式検討委員会の項を削る。

附　則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第　17　号

堺市公園条例の一部を改正する条例

堺市公園条例（昭和 35 年条例第 18 号）の一部を次のように改正する。

別表第 3中

「
原池公園 体育館

スケートボードパーク
 を

  」

「
原池公園 体育館

スケートボードパーク
野球場

 に

」

改める。

別表第 4第 8項の表中

「
白鷺公園野球場 １ 面 １ 時 間 　1,020 円  を

」

「
白鷺公園野球場 １ 面 １ 時 間 　1,020 円

 に

原池公園野球場 グラウンド １ 面 １ 時 間 　8,600 円

屋 内 練 習 場 １ 室 １ 時 間 　700 円

屋 内 ブ ル ペ ン １ 室 １ 時 間 　700 円

会 議 室 １ 室 １ 時 間 　400 円

更 衣 室 １ 室 １ 時 間 　100 円
」

改め、同表の備考第１号を次のように改める。

　⑴　原池公園野球場の休日等の使用料は、当該使用区分に係る金額（以下この項におい

　て「基本料金」という。）に 1.2 を乗じて得た額とする。

別表第 4第 8項の表備考第 3号ア中「第１号」を「第 2号」に改め、同号を同表備考第 4
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号とし、同表中備考第 2号を備考第 3号とし、備考第１号の次に次の１号を加える。

⑵　使用者が入場料等を徴収するときは、基本料金（前号に該当する場合にあっては、

前号の額。第 4号イにおいて同じ。）の 2倍以内において市長が定める額を徴収する

ことができる。

　　　附　則

（施行期日）

1 　この条例は、公布の日から起算して 2年を超えない範囲内において規則で定める日（次

項において「施行日」という。）から施行する。

（施行前の準備行為）

2 　施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行

為については、施行日前においても、この条例による改正後の堺市公園条例の規定の例に

より行うことができる。
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議案第　18　号

堺市地域下水道条例を廃止する条例

堺市地域下水道条例（平成 3年条例第 3号）は、廃止する。

　　　附　則

（施行期日）

1 　この条例は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

（使用料に係る経過措置）

2 　この条例の施行前におけるこの条例による廃止前の堺市地域下水道条例別表に規定する

地域下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
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議案第　19　号

堺市ひとり親家庭医療費助成条例の一部を
改正する条例

堺市ひとり親家庭医療費助成条例（昭和 55 年条例第 15 号）の一部を次のように改正する。

第 2条の 2第 1項第 1号中「6 月」を「9 月」に改める。

　　　附　則

（施行期日）

1 　この条例は、平成 31 年 7 月 1 日から施行する。

（経過措置）

2　この条例の施行の日から平成 31 年 9 月 30 日までの期間に係るこの条例による改正後の

　第2条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「所得税法（昭和40年法律第33号）

第 2条第 1項第 33 号に規定する同一生計配偶者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正

する等の法律（平成 29 年法律第 4号）第１条の規定による改正前の所得税法（昭和 40 年

法律第 33 号）第 2条第 1項第 33 号に規定する控除対象配偶者」とする。
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議案第　20　号

堺市立舳松職能訓練センター条例の
一部を改正する条例

堺市立舳松職能訓練センター条例（昭和 63 年条例第 8号）の一部を次のように改正する。

第 1条中「心身障害者等」を「障害者等」に改める。

第 4条を次のように改める。

（入所対象者）

第 4条　センターに入所することができる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成17年法律第123号）第4条第1項に規定する障害者等であって、

本市の区域内に住所を有するものとする。

　　　附　則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第　21　号

堺市保健所運営協議会条例の一部を
改正する条例

堺市保健所運営協議会条例（昭和 29 年条例第 13 号）の一部を次のように改正する。

第 2条に次の 1項を加える。

2 　協議会は、必要があると認めるときは、前項に規定する事項について審議し、市長に意

見を具申することができる。

　　　附　則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第　22　号

堺市病院及び診療所の人員及び施設に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例

堺市病院及び診療所の人員及び施設に関する基準を定める条例（平成 27 年条例第 62 号）

の一部を次のように改正する。

附則第 2項を次のように改める。

2 　精神病床を有する病院（省令第 43 条の 2に規定するものを除く。）に係る第 3条の規定

の適用については、当分の間、同条中「第 3項各号」とあるのは、「第 3項各号並びに医

療法施行規則等の一部を改正する省令（平成 13 年厚生労働省令第 8号。以下「平成 13 年

改正省令」という。）附則第 20 条」とする。

　附則第 3項を附則第 4項とし、附則第 2項の次に次の 1項を加える。

3 　平成 13 年 3 月 1 日前に医療法等の一部を改正する法律（平成 12 年法律第 141 号）によ

る改正前の法（以下「旧法」という。）第 7条第 1項の開設の許可を受けている病院の建

物（同日前から存するもの（同日前において基本的な構造設備が完成しているものを含み、

同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）に限る。）内の旧法第 1条の

5第 3 項に規定する療養型病床群に係る病床であって、平成 13 年改正省令第 8条の規定

による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成 10 年厚生省令第 35 号）附

則第 8条の規定によりなおその効力を有することとされた同省令第 3条の規定による改正

前の医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成 5年厚生省令第 3号）附則第 6条の規

定の適用を受けているものを有する病院（同日以後に新築され、増築され、又は全面的に

改築された部分に療養病床を有するものを除く。）のうち、第 4条の規定（省令第 21 条第

2 号から第 4号までの規定に係る部分に限る。）に適合しないものについては、当該規定

は適用しない。

附　則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第　23　号

堺市手数料条例の一部を改正する条例

堺市手数料条例（平成 12 年条例第 11 号）の一部を次のように改正する。

第 33 条第 1項第 5号、第 7号、第 9号、第 10 号及び第 12 号中「第 87 条の 2」を「第 87

条の 4」に改め、同項第 23 号中「第 53 条第 4項」の次に「又は第 5項」を加え、同項第 24

号中「第 53 条第 5項第 3号」を「第 53 条第 6項第 3号」に改め、同項中第 61 号を第 65 号

とし、第 59 号及び第 60 号を 4号ずつ繰り下げ、第 58 号の次に次の 4号を加える。

(59)　法第 87 条の 2第 1項の規定に基づく既存の一の建築物について 2以上の工事に分け

て用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請手数料　1件　730,000

円以内において規則で定める額

(60)　法第 87 条の 2第 2 項において準用する同法第 86 条の 8第 3 項の規定に基づく既存

の一の建築物について 2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の

緩和に係る変更認定申請手数料　1件　365,000 円以内において規則で定める額

(61)　法第 87 条の 3第 5項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建

築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料　1件　120,000 円

(62)　法第 87 条の 3第 6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建

築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料　1件　160,000 円

第 34条第 4号、第 34条の 3第 4号及び第 34条の 5第 7号中「第 87条の 2」を「第 87条の 4」

に改める。

附　則

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 67 号）附則第 1条本文

の政令で定める日から施行する。
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議案第　24　号

堺市特別用途地区建築条例等の一部を改正する条例

（堺市特別用途地区建築条例の一部改正）

第１条　堺市特別用途地区建築条例（昭和 48 年条例第 40 号）の一部を次のように改正する。

　　第 4条第 4項及び第 5条第 2項中「第 48 条第 15 項及び第 16 項」を「第 48 条第 15 項、

第 16 項第１号及び第 17 項」に改める。

（堺市南部大阪都市計画北野田駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例の一部改正）

第 2条　堺市南部大阪都市計画北野田駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関

する条例（平成 7年条例第 18 号）の一部を次のように改正する。

　別表（う）の項中「同条第 5項第 1号」を「同条第 6項第 1号」に改める。

（堺市建築基準法施行条例の一部改正）

第 3条　堺市建築基準法施行条例（平成 12 年条例第 33 号）の一部を次のように改正する。

　第 4条中「第 87 条の 2」を「第 87 条の 4」に改める。

（堺市南部大阪都市計画堺東駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例の一部改正）

第 4条　堺市南部大阪都市計画堺東駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例（平成 25 年条例第 39 号）の一部を次のように改正する。

　第 7条中「第 53 条第 5項第 1号」を「第 53 条第 6項第 1号」に改める。

附　則

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 67 号）附則第 1条本文

の政令で定める日から施行する。

��

��������������� !"#$%��!�&$%'


��(���()�

��* + , - .

�����(/�

��������������� !"#$%��



���� ���	� 
�������

議案第　25　号

堺市消防職員の特殊勤務手当に関する条例の
一部を改正する条例

堺市消防職員の特殊勤務手当に関する条例（平成 20 年条例第 30 号）の一部を次のように

改正する。

第 2条中第 3号を削り、第 4号を第 3号とし、第 5号及び第 6号を 1号ずつ繰り上げる。

第 4条第 1項中「第 7条」を「第 6条」に改める。

第 5条を削り、第 6条を第 5条とし、第 7条から第 9条までを 1条ずつ繰り上げる。

第 10 条第１項中「第 7条」を「第 6条」に改め、同条を第 9条とする。

第 11 条ただし書中「及び第 6条」を削り、「第 5条第 1項又は第 6条第 1項」を「同条第

1項」に改め、同条を第 10 条とする。

第 12 条を第 11 条とする。

　　附　則

（施行期日）

1 　この条例は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

2 　この条例による改正前の第 5条第 1項に規定する隔日勤務等従事手当については、この

条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに終了する当務（同項に規定する

ものをいう。以下この項において同じ。）について支給するものとし、施行日以後の日に

終了する当務については、支給しない。

3 　施行日前にこの条例による改正前の第 5条の規定により支給すべき事由が生じた隔日勤

務等従事手当については、なお従前の例による。
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議案第　26　号

堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料に
関する条例の一部を改正する条例

堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料に関する条例（昭和 26 年条例第 1号）の一部を次

のように改正する。

別表堺市立幼稚園保育料の項中「又は第 2号」を削る。

　　　附　則

（施行期日）

1 　この条例は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

2 　平成 30 年度以前の分の保育料（平成 31 年 4 月 1 日以後に徴収すべき事由が生じたもの

を含む。）については、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例

による。
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議案第　27　号

堺市立みはら歴史博物館条例の一部を改正する
条例

堺市立みはら歴史博物館条例（平成 16 年条例第 116 号）の一部を次のように改正する。

第 2条第 2号中「、技術的な」を「又は技術的な」に改める。

第 4条中「展示室に入場しよう」を「展示を観覧しよう」に改める。

第 6条第 3項各号列記以外の部分中「次」を「委員会は、次」に改め、同項第 2号中「建

物」を「博物館の施設」に改め、同条第 4項中「付ける」を「付す」に改める。

第 15 条を第 29 条とする。

第 14 条中「拒絶し」を「拒否し」に改め、同条を第 17 条とし、同条の次に次の 11 条を加える。

（禁止行為）

第 18 条　何人も、博物館において、次に掲げる行為をしてはならない。

⑴ 　火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為

⑵ 　博物館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為

⑶ 　所定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為

⑷　 前 3 号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があると認められる行為

2　委員会は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、博物館からの退館を命ずることがで

きる。

（損害の賠償等）

第 19 条　博物館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、これを

原状に回復し、又は委員会の定める損害額を本市に賠償しなければならない。ただし、委

員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

（指定管理者による管理）

第 20 条　委員会は、博物館の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2第 3項の規定により指定するもの（以

下「指定管理者」という。）に博物館の管理を行わせることができる。

（指定管理者に行わせる業務の範囲）
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第 21 条　前条の規定により指定管理者に博物館の管理を行わせる場合におけるその業務の

範囲は、次のとおりとする。

⑴　ホール等の使用の許可その他の博物館の運営に関する業務（第 5条第 1項に規定する

特別利用の許可を除く。）

⑵　第 2条各号に掲げる事業の実施等に関する業務のうち委員会が指定する業務

⑶　博物館の施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

⑷　前 3号に掲げるもののほか、博物館の管理上、委員会が必要と認める業務

（指定管理者の指定の手続）

第 22 条　委員会は、第 20 条の規定により指定管理者に博物館の管理をさせようとするとき

は、特別の事由があると認める場合を除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び

実績を有する法人その他の団体のうちから、公募により指定管理者を指定するものとする。

2 　指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状

況を示す書類その他教育委員会規則で定める書類を添付して委員会に提出しなければなら

ない。

3 　委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合してい

ると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

⑴　事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

⑵　事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力

を有すること。

⑶　利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

⑷　効果的かつ効率的な管理を実施できること。

⑸　施設の効用を最大限発揮させることができること。

⑹　管理経費の縮減が図られること。

⑺　前各号に掲げるもののほか、委員会が定める要件

（公告）

第 23 条　委員会は、前条第 3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその

旨を公告するものとする。第 25 条第 1項の規定により指定を取り消したときも、また同

様とする。

（報告、調査及び指示）

第 24 条　委員会は、博物館の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管

理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必
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要な指示をすることができる。

（指定の取消し等）

第 25 条　委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわし

くない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により博物館の管理を継

続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管

理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 　前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理

者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

（利用料金）

第 26 条　市長は、博物館資料の展示の観覧及びホール等の利用に係る料金（第 5条第 2項

の特別利用料を除く。以下この条において「利用料金」という。）を指定管理者に自らの

収入として収受させることができる。

2 　前項の場合における利用料金の額は、別表第 1及び別表第 2に定める額（附属設備その

他器具備品等については、あらかじめ市長が定める額）の範囲内において、指定管理者が

あらかじめ市長の承認を得て定める。

3 　市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを

公告するものとする。

4 　博物館資料の展示の観覧又はホール等の利用をしようとする者は、指定管理者に利用料

金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者につい

ては、この限りでない。

5 　指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 　指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができ

る。

（管理の基準）

第 27 条　博物館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりと

する。

⑴　使用の許可等は、第 6条、第 7条及び第 9条の規定の例により行うこと。

⑵　開館時間及び休館日並びに利用時間（次項において「開館時間等」という。）は、施

設の利用形態、利用者の便宣等を考慮して、委員会の承認を得て指定管理者が定めるこ

と。

⑶　個人に関する情報（以下この項において「個人情報」という。）の漏えいの防止その
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他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

⑷　指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密（個人情報を含む。）を漏らし、

又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を

取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2　前条第 3項の規定は、前項第 2号の規定により指定管理者が開館時間等を定めた場合に

ついて準用する。

（指定管理者に係る損害の賠償）

第 28 条　指定管理者は、故意又は過失により博物館の施設、附属設備その他器具備品等を

破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は委員会が定める額を本市に賠償

しなければならない。ただし、特別の事情により委員会がその必要がないと認めたときは、

この限りでない。

第 13 条を次のように改める。

（保証金）

第 16 条　市長は、必要があると認めるときは、使用者に保証金を納付させることができる。

2 　前項の保証金の額は、使用の態様又は種別に応じて、その都度市長が定める。

3 　保証金は、使用の終了後、使用者に還付する。ただし、未納の使用料、賠償金その他が

あるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。

4 　保証金には、利子を付けない。

第 12 条を第 15 条とし、第 11 条を第 14 条とする。

第 10 条第 2項中「別表第 3に」を「市長が」に改め、同条を第 13 条とする。

第 9条中「前条第 1項」を「第 9条第 1 項」に改め、同条に次の 1項を加え、同条を第

12 条とする。

2 　第 10 条第 4項の規定は、前項の規定による原状回復について準用する。

第 8条第 1項第 2号中「基づく」の次に「規則その他の」を加え、同条第 2項中「等によ

り」を「、使用の制限若しくは停止又は退館によって」に改め、同条を第 9条とし、同条の

次に次の 2条を加える。

（特別の設備の設置）

第 10 条　使用者は、ホール等の使用に当たって特別の設備を設けようとするときは、あら

かじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 　委員会は、ホール等の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設

けることを命ずることができる。
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3 　前 2項の規定により設けた設備は、使用の許可の期限までに使用者の負担において撤去

し、原状に回復しなければならない。

4 　委員会は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを

執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

（使用者の管理義務）

第 11 条　使用者は、使用期間中その使用に係る施設、附属設備その他器具備品等を善良な

管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 　使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。

ただし、委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

⑴　博物館の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。

⑵　使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

⑶　使用の許可の期限までに前条第 1項又は第 2項の規定により設けた設備を撤去しない

とき。

第 7条中「又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同条を第 8条とし、第 6条の

次に次の 1条を加える。

（使用期間）

第 7条　ホール等を連続して使用することができる期間は、5 日間とする。ただし、委員会

において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

別表第 1中「第 4条関係」を「第 4条、第 26 条関係」に改める。

別表第 2中「第 10 条関係」を「第 13 条、第 26 条関係」に改め、同表第 2項中「10 割」

の次に「に相当する額」を加え、同表第 3項中「基本料金にその 10 割を」を「それぞれの

区分に係る基本料金の 10 割以内において市長が定める額を当該基本料金に」に改める。

　別表第 3を削る。

　　　附　則

　この条例は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
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議案第　28　号

堺市水道布設工事に係る監督者の配置及び資
格並びに水道技術管理者の資格に関する条例
の一部を改正する条例

堺市水道布設工事に係る監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例

（平成 24 年条例第 19 号）の一部を次のように改正する。

第 4条第 3号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前期課程（以下「専門職

大学前期課程」という。）を含む。）」を、「卒業した後」の次に「（専門職大学前期課程にあっ

ては、修了した後）」を加え、同条第 8号中「又は水道環境」を削る。

第 5条第 2号中「卒業した後」の次に「（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）」を、

「同条第 3号に規定する学校の卒業者」の次に「（専門職大学前期課程にあっては、修了者）」

を加え、同条第 4号中「卒業した後」の次に「（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）」

を、「同条第 3号に規定する学校の卒業者」の次に「（専門職大学前期課程にあっては、修了

者）」を加える。

附　則

（施行期日）

1　この条例は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

2　この条例の施行前に、技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）第 4条第 1項の規定による第

2 次試験に合格した者（選択科目として水道環境を選択した者に限る。）は、この条例に

よる改正後の第 4条第 8号の規定の適用については、同号に規定する合格者とみなす。
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